
オ
オ
カ
ミ
少
年
の
財
政
危
機

「
新
・
財
源
4
兄
弟
」
へ
の
対
応
を

5
二
m
=
一
望
、
需
二
一
一
王
、
0
朋

2
0
2
5
年
度
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
試
算
が
公
表
さ
れ
、
財
政
の
先
行
き
楽
観
雰
広
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
財
^
再
建
に
向
け
^
^
は
山
積
み
だ
。
新
^
権
は
国
民
負
担
の
問
^
か
ら
目
を
背
け
て
は
い
け
な
い
。

句

が
、
以
下
の
理
由
か
ら
注
意
が
必
要
だ

゛
キ
、

ま
ず
、
政
府
の
P
B
試
算
に
は
、
秋
に

予
定
さ
れ
て
い
る
補
正
予
算
が
念
頭
に
置

か
れ
て
い
な
い
。
試
算
で
は
P
B
の
黒
字

幅
は
1
兆
円
に
も
満
た
な
い
の
で
、
数
兆

円
規
模
の
大
規
模
な
補
正
予
算
を
編
成
す

れ
ば
達
成
は
困
難
に
な
る
。
紛
年
度
に
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
経
済
対
策
に
総

額
π
兆
円
の
補
正
予
算
が
編
成
さ
れ
る
な

ど
、
過
去
、
政
治
主
導
に
ょ
る
規
模
あ
り

き
の
補
正
予
算
が
、
わ
が
国
の
財
政
規
律

を
損
な
っ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
今
後
は
ワ
イ
ズ
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ

が
求
め
ら
れ
る
。

よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
 
P
B
の
定
義
に

は
、
過
去
の
借
金
(
国
債
発
行
)
の
「
利

払
い
費
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。

し
九
が
っ
て
、
 
P
B
が
^
^
す
る
だ
け
で

は
、
「
利
払
い
費
」
の
分
だ
け
債
務
残
高

,

、τ

泉
純
一
郎
内
閣
時
代
の

2
0
0
2
年
に
、
「
国
・

地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

(
P
B
)
の
黒
字
化
」
と
い
う
財
政
健
全

化
目
標
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
そ
の
後
「
債

務
残
高
対
国
内
総
生
産
(
G
D
P
)
比
の

安
定
的
な
引
き
下
げ
」
が
ス
ト
ッ
ク
の
目

標
と
し
て
加
え
ら
れ
た
が
、
両
方
と
も
今

日
ま
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
九
。

こ
う
し
九
中
、
政
府
は
△
フ
年
7
月
末
に
、

歳
出
効
率
化
努
力
を
前
提
に
、
閉
年
度
P

B
が
黒
字
化
す
る
と
い
う
試
算
を
公
表
し

た
。
 
P
B
が
バ
ラ
ン
ス
す
れ
ば
、
社
会
保

障
な
ど
当
年
度
に
必
要
な
政
策
経
費
を
借

金
に
頼
ら
ず
当
年
度
の
税
収
な
ど
で
賄
え

る
こ
と
に
な
る
0

こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
の
財
政
の
先

行
き
楽
観
論
が
一
部
に
広
が
っ
て
い
る

戸~
邑

勺
~
ゞ

、
゛ .

゛
や
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、9五

大
税
長
プ
、
究

京
所
、
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は
増
え
続
け
る
の
で
、
財
政
が
健
全
化
し

た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

日
銀
は
7
河
末
に
、
、
デ
フ
レ
脱
却
の
糸

口
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
政
策
金
利
を

0
 
・
舗
%
程
度
に
引
き
上
げ
る
追
加
利
上

げ
を
決
め
、
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
が
現

実
と
な
っ
九
。
金
利
が
上
昇
す
れ
ぱ
そ
れ

に
伴
い
政
府
が
負
担
す
る
国
債
の
利
払
い

費
も
増
加
す
る
。
先
日
、
財
務
省
が
発
表

Y
Lぜ

た
概
算
要
求
案
で
は
国
債
の
利
払
い
費

ぱ
W
・
 
9
兆
円
(
想
定
金
利
を
今
年
度
の

工ー
・
9
%
か
ら
2
・
ー
%
へ
引
き
上
げ
)
と

過
去
最
大
だ
っ
た
1
9
9
1
年
度
以
来
の

大
き
な
金
額
が
計
上
さ
れ
九

利
払
い
費
は
今
後
も
増
え
続
け
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
先
述
の
政
府
試
算

で
は
、
 
2
0
3
3
年
度
の
利
払
い
費
は

玲
・
5
兆
円
に
増
加
す
る
と
さ
れ
て
い
る

そ
こ
で
、
今
後
債
務
残
高
が
増
え
て
ぃ
か

な
い
九
め
に
は
、
こ
の
利
払
い
費
相
当
分

の
P
B
黒
字
を
確
保
・
継
続
し
て
い
く
(
財

多
く
保
有
し
て
い
る
者
の
医
療
・
介
護
保

険
料
の
引
き
上
げ
な
ど
で
あ
る
。
財
源
が

ひ
っ
迫
す
る
中
で
、
負
扣
の
余
裕
の
あ
る

者
に
ょ
り
多
く
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
は

方
向
と
し
て
問
違
っ
て
い
な
い
。
実
現
す

る
に
は
、
実
施
方
法
(
金
融
所
得
や
資
産

が
多
い
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
負
担
増
を
求

め
る
か
)
な
ど
具
体
論
ま
で
含
め
て
国
民

的
な
需
を
行
い
、
合
意
を
得
る
(
あ
る

い
は
納
得
し
て
も
ら
う
)
必
要
が
あ
る
。

鈴
年
度
以
降
の
財
源
も
課
題
と
な
る
。

G
X
に
つ
い
て
は
、
 
W
年
問
加
兆
円
規

模
の
G
X
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
G
X

経
済
移
行
債
今
な
ぎ
国
債
)
が
発
行
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
償
還
財
源
で
あ
る
炭

素
に
対
す
る
賦
課
金
と
排
出
権
取
引
制
度

に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
法
制
化
に
至
っ
て

お
ら
ず
、
歳
出
だ
け
が
先
行
し
て
い
る
状

況
だ
。い

、
ず
れ
も
国
民
の
生
命
や
利
益
に
直
結

す
る
問
題
で
あ
る
。
新
政
権
は
、
こ
う
し

九
難
題
、
つ
ま
り
国
民
負
担
の
問
題
に
正

面
か
ら
向
き
合
フ
こ
と
を
避
け
て
は
な
ら

な
い
。財

源
3
兄
弟
以
外
に
、
新
九
に
浮
上
し

九
の
が
年
金
改
革
で
あ
る
。

今
年
7
月
に
5
年
に
一
度
の
公
的
年
金

政
収
支
が
均
衡
す
る
)
必
要
が
あ
る
。

財
政
再
建
の
話
を
す
る
と
、
財
政
よ
り

経
済
が
優
先
だ
、
と
い
う
反
論
が
返
っ
て

く
る
。
し
か
し
経
済
と
財
政
を
対
立
構
造

に
持
ち
込
み
優
先
順
位
を
競
フ
こ
と
は
問

違
い
で
あ
る
。
経
済
が
傾
け
ば
財
政
も
傾

く
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
財
政
に
は
、

人
の
命
を
守
る
社
会
保
障
の
整
備
や
災
害

発
生
へ
の
備
え
な
ど
の
役
割
が
あ
り
、
経

済
も
財
政
も
ど
ち
ら
も
重
要
で
あ
る
。

政
学
ヲ
ス
ψ
ゆ
中
イ
船
年
度
以
降
も
防
衛

、
J
 
↓
司
一
、
、
.
'
・
.
稔
ハ
一
』
.
、
A
^
.
、
,
、
、
、
.
、

費
の
維
持
'
d
^
向
の
松
要
性
為
見
据
え
る

'
'
^
・
ゞ
ぬ
土
"
^
は
、
.
<
・
こ

と
、
恒
久
的
な
財
源
確
保
に
向
け
元
議
論

は
こ
れ
以
上
先
送
り
で
き
な
い
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
器
年
度
ま

で
に
3
・
6
兆
円
の
安
定
財
源
の
確
保
が

必
要
と
さ
れ
、
そ
の
内
訳
は
歳
出
改
革
で

ー
・
1
兆
円
、
支
援
金
の
創
設
で
1
兆
円
、

規
定
予
算
の
活
用
で
ー
・
5
兆
円
と
な
っ

て
い
る
。
支
援
金
に
つ
い
て
は
法
制
化
さ

れ
元
が
、
ー
・
 
1
兆
円
の
財
源
を
見
込
ん

で
い
る
歳
出
改
革
に
は
ほ
と
ん
ど
手
が
つ

い
て
い
な
い
。

歳
出
改
革
の
中
身
を
見
る
と
、
余
裕
の

あ
る
高
齢
者
や
金
融
所
得
・
金
融
資
産
を

環
境
)
を
見
て
み
ょ
う
。

ま
、
ず
防
衛
費
だ
が
、
鈴
S
町
年
度
の
防

衛
費
を
心
兆
円
と
定
め
、
必
要
な
追
加
財

源
を
H
・
6
兆
円
と
見
込
み
、
①
税
外
収

入
で
4
・
6
兆
S
5
兆
円
強
、
②
決
算
剰

余
金
で
3
・
5
兆
円
程
度
、
③
歳
出
改
革

で
3
兆
円
強
、
4
残
り
1
兆
円
を
所
得
税
、

法
人
税
、
た
ば
こ
税
の
増
税
で
賄
う
と
い

う
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
恒

久
財
源
で
あ
る
1
兆
円
強
の
増
税
に
つ
ぃ

て
は
、
い
ま
だ
そ
の
内
容
や
増
税
時
期
が

決
ま
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
高
ま
る
地

岸
田
政
権
が
先
送
り
に
し
た

財
源
3
兄
弟

岸
田
文
雄
首
相
の
退
陣
が
決
ま
り
、
 
9

月
舒
日
の
自
民
党
総
裁
選
を
経
て
新
九
な

政
権
が
誕
生
す
る
が
、
岸
田
政
権
は
、
財

源
(
あ
る
い
は
国
民
の
負
担
)
に
関
し
て
、

多
く
の
課
題
を
先
送
り
し
て
お
り
、
そ
れ

へ
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
。
財
源
3
兄
弟

と
い
わ
れ
た
防
衛
・
小
ノ
子
化
・
グ
リ
ー
ン

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
、
ン
ヨ
ン
(
G
X
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や
非
正
規
雇
用
者
な
ど
国

民
年
金
の
加
入
者
は
、
基

礎
年
金
だ
け
を
受
給
す
る

の
で
、
こ
の
状
況
を
放
置

す
る
と
国
民
の
貧
困
化
が

進
む
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
食
い
止
め
る
た

め
、
基
礎
年
金
の
拠
出
期

問
を
現
行
の
卯
年
か
ら
妬

年
に
延
長
す
る
案
が
尓
さ

れ
九
が
、
政
治
へ
の
配
慮

か
ら
今
回
の
制
度
改
正
で

は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な

つ
九
。
厚
生
年
金
の
積
立

金
を
活
用
す
る
案
も
あ
る

が
、
抵
抗
が
予
想
さ
れ
容
易
で
は
な
い
。

、
、
.
、

よ
り
大
き
な
問
題
は
、
基
礎
年
金
の
半
分

は
国
費
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
基
礎
年
金
の

充
実
に
は
巨
額
の
国
費
が
必
要
に
な
る
こ

と
だ
。
財
政
検
証
で
は
、
恥
年
度
以
降
1
・

8
兆
円
か
ら
2
・
6
兆
円
の
財
源
が
必
要

と
試
算
さ
れ
て
い
る

同
様
な
こ
と
が
小
泉
内
閣
時
代
に
も
問

題
と
な
っ
九
持
続
可
能
な
年
金
制
度
の

構
築
に
向
け
た
叫
年
の
年
金
改
革
の
議
論

の
結
果
、
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を

3
^
の
ー
か
ら
2
^
の
ー
に
引
き
^
げ
る

の
財
政
検
証
結
果
が
示
さ
れ
九
。
最
も
可

能
性
の
あ
る
前
提
で
あ
る
「
過
去
釦
年
投

影
ケ
ー
ス
」
で
は
、
所
得
代
替
率
(
現
役

男
性
の
平
均
手
取
り
賃
金
の
何
%
に
あ
九

る
か
^
が
脚
年
度
は
釦
・
 
4
%
と
な
っ
て

い
る
(
討
年
度
は
飢
・
 
2
%
)
。
所
得
代

替
率
の
下
限
で
あ
る
釦
%
は
維
持
し
て
い

る
も
の
の
、
現
在
よ
り
も
2
割
ほ
ど
減
少

す
る
。
基
礎
年
金
だ
け
を
見
れ
ぱ
、
 
3
割

近
く
減
少
し
、
物
価
上
昇
率
で
割
り
民
し

九
実
質
年
金
額
で
見
る
と
マ
イ
ナ
ス
即

ー
%
の
低
下
と
な
っ
て
い
る
。
自
営
業
者

年
金
制
度
改
正
法
が
成
立
し
九
。
そ
し
て

こ
の
法
律
の
附
則
第
玲
条
に
は
、
所
要
の

安
定
し
九
財
源
を
確
保
す
る
税
制
の
抜
本

的
な
改
革
を
行
っ
元
上
で
実
施
す
る
旨
が

明
記
さ
れ
、
こ
れ
が
消
費
増
税
を
含
む
税
・

社
会
保
障
体
改
革
に
つ
な
が
っ
九
。
来

年
の
通
常
国
会
に
、
次
期
年
金
制
度
改
正

の
法
案
が
提
出
さ
れ
る
見
込
み
だ
が
、
佃

久
財
源
の
必
要
な
基
礎
年
金
の
充
実
は
わ

が
国
に
と
つ
て
急
務
で
あ
り
、
新
政
権
は
、

論
点
を
正
直
に
明
示
し
九
う
え
で
国
民
的

な
議
論
を
始
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

日
本
経
済
は
長
く
続
い
た
デ
フ
レ
状
況

を
脱
し
、
賃
金
も
上
昇
し
物
価
も
2
0
0
の

目
標
を
超
え
る
状
況
が
続
い
て
い
る
し

か
し
賃
金
が
継
続
的
に
上
昇
し
て
い
く
た

め
に
は
、
経
済
の
生
産
性
の
向
上
が
必
要

で
、
そ
の
九
め
に
は
労
働
移
動
の
円
滑
化

や
り
ス
キ
リ
ン
グ
な
ど
労
働
市
場
改
革
を

継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

筆
者
は
、
長
く
続
い
て
き
九
わ
が
国
経

済
停
滞
の
最
大
理
由
は
、
高
齢
者
だ
け
で

な
く
若
年
層
に
も
広
が
る
年
金
・
医
療

介
護
に
関
す
る
将
来
不
安
が
個
人
消
費
を

抑
え
て
き
九
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
将

来
丕
女
を
払
し
ょ
く
す
る
こ
と
が
、
活
力

あ
る
経
済
活
動
を
生
む
経
済
対
策
と
な

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
佃
久
財
源
を
確
保

し
つ
つ
、
社
会
保
障
を
持
続
可
能
に
し
て

い
く
不
断
の
努
力
が
必
要
と
な
る

米
国
の
長
引
く
イ
ン
フ
レ
の
一
因
は
、

拡
張
的
な
財
政
政
策
を
続
け
て
き
九
こ
と

に
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
規
律
な
き
財
政

政
策
が
金
利
の
急
騰
を
招
き
イ
ン
フ
レ
が

本
格
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
つ
や
っ

て
来
る
か
予
測
の
難
し
い
財
政
危
機
を
訴

え
る
と
、
イ
ソ
ッ
。
フ
童
話
の
「
オ
オ
カ
ミ

小
ノ
年
」
に
例
え
ら
れ
る
。
し
か
し
イ
ソ
ッ

プ
童
話
を
よ
く
読
む
と
、
来
な
い
と
{
女
、
心

し
九
と
九
ん
に
オ
オ
カ
ミ
(
国
際
投
機
筋
)

が
や
っ
て
き
て
悲
劇
が
訪
れ
る
、
油
断
を

戒
め
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項目

新政権には「新・財源4兄弟」への対応が求められる

防衛費

現状

2023~27年度の防衛費43兆円のうち追加財源は14.6兆円。

税外収入、決算剰余全、歳出改革に加え1兆円強を所得税・
法人税・たばこ税の増税で賄う。その内容や増税時期は決
まっていない。

28年度までに3.6兆円(歳出改革で1.1兆円、支援金の創設
で1兆円、規定予算の活用で1.5兆円)の安定財源が必要
支援金は法制化されたが歳出改革にはほとんど手かつぃて
し、なし、

少子化対策

(出所)者作成

GX

(環境)

年金

10年問20兆円規模のGX経済移行債を発行するが、償還財
源である炭素の賦課金と排出権取引制度はいまだ法制化さ
れていないつなぎ国債による歳出が先行

財政検証の結果、所得代替率は50.4%と低下(24年度は
61.2%)。基礎年金の57年度実質年金額はマイナス20.1%で、
放置すると国民の貧困化が進む基礎年金の半分は国費な
ので充実には50年度に1.8兆円の財源が必要
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